
選考日 随時

申込受付期間 随時

午前８時３０分から午後５時１５分の間に、水道課に履歴書（写真貼付）

を持参してください。（郵送可能）

地方公務員法第１６条各号のいずれかに該当する者は、受験できません。

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者

イ 小松島市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し

ない者

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに

加入した者

※応募資格の有無、提出書類の記載事項に不正等あった場合には、合格を取り消す場合があり

　ます。

１．募集内容について

職種 一般事務（会計年度任用職員）

勤務場所 小松島市　水道課（小松島市田浦町字中西103番地）

募集人数 1名

各種事務補助、漏水対応及び水道開閉栓の補助、水道メーター検針

電話・窓口対応等

 選考資格・

     条件等

２．選考方法等について

選考方法 個別面接

選考時間 採用選考申込み受付後に連絡します

小松島市水道課内　（小松島市田浦町字中西103番地）

※来客用駐車場に駐車可能です。

小松島市会計年度任用職員募集案内

（一般事務）

応募方法

その他

職務内容

普通自動車運転免許

選考会場



３．勤務条件等について

任用期間 令和６年１１月１日から令和７年３月３１日までの間、週５日勤務

勤務時間：午前8時30分から午後5時15分までの7時間勤務（休憩1時間）

　　　　　※時間外勤務を命じることがあります

日額7,165円～日額7,819円

上記の範囲内で、平成２７年度以降に本市で同種職務に在職した年数に応じて

決定します。

〇通勤手当：通勤距離に応じて支給されます。

〇時間外勤務手当

○土曜日、日曜日、祝日

〇年次有給休暇

　　※年度途中に任用の場合は任用期間に応じて付与します

○特別休暇等は「小松島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」

　の規定により設定されます。

※上記の勤務条件・報酬等は給与改定等により変更することがあります。

お問い合わせ先、申込み先

　〒773-0012　　徳島県小松島市田浦町字中西103番地

　  小松島市　水道課　　　電話：0885-32-6188

休暇

勤務形態

報酬

諸手当


